
○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
八
項
、
第
二
十
三
条
第
六
項
、
第
二

十
八
条
及
び
第
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
十
条
第
十
一
項
及
び
第
四
十
八
条
並
び
に
警
備
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
総
理
府
令
第
一

号
）
第
五
十
条
第
四
項
及
び
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者

に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
七
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

松
村

祥
史

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍



線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
講
習
事
項
等
）

（
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
講
習
事
項
等
）

第
五
条

指
導
教
育
責
任
者
講
習
は
、
警
備
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年

第
五
条

［
同
上
］

総
理
府
令
第
一
号
。
以
下
「
府
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
条
各
号
に
掲
げ
る

業
務
に
係
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
時
間
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

講

習

事

項

講
習
時
間

講

習

事

項

講
習
時
間

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

備
考

備
考

一

指
導
教
育
責
任
者
講
習
は
、
教
本
、
視
聴
覚
教
材
等
必
要
な

一

指
導
教
育
責
任
者
講
習
は
、
教
本
、
視
聴
覚
教
材
等
必
要
な

教
材
を
用
い
て
行
う
方
法
（
電
気
通
信
回
線
を
使
用
し
て
行
う

教
材
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

も
の
を
含
む
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信

回
線
を
使
用
し
て
行
う
講
習
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。

イ

受
講
者
が
本
人
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
で
き
る
も
の
で

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

あ
る
こ
と
。

ロ

受
講
者
の
受
講
の
状
況
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

。
ハ

受
講
者
の
指
導
教
育
責
任
者
の
業
務
に
関
す
る
知
識
の
習

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

得
の
状
況
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

質
疑
応
答
の
機
会
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

。



二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

前
項
の
修
了
考
査
は
、
筆
記
の
方
法
又
は
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を

３

前
項
の
修
了
考
査
は
、
筆
記
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
現
任
指
導
教
育
責
任
者
講
習
）

（
現
任
指
導
教
育
責
任
者
講
習
）

第
九
条

［
１
・
２

略
］

第
九
条

［
１
・
２

同
上
］

３

現
任
指
導
教
育
責
任
者
講
習
は
、
警
備
業
務
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
の

３

［
同
上
］

上
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講

習
時
間
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

講

習

事

項

講
習
時
間

講

習

事

項

講
習
時
間

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

備
考

備
考

一

現
任
指
導
教
育
責
任
者
講
習
は
、
教
本
、
視
聴
覚
教
材
等
必

一

現
任
指
導
教
育
責
任
者
講
習
は
、
教
本
、
視
聴
覚
教
材
等
必

要
な
教
材
を
用
い
て
行
う
方
法
（
電
気
通
信
回
線
を
使
用
し
て

要
な
教
材
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
を
含
む
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気

通
信
回
線
を
使
用
し
て
行
う
講
習
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
次
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。

イ

受
講
者
が
本
人
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
で
き
る
も
の
で

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

あ
る
こ
と
。

ロ

受
講
者
の
受
講
の
状
況
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

。
ハ

受
講
者
の
指
導
教
育
責
任
者
の
業
務
に
関
す
る
知
識
の
習

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

得
の
状
況
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

質
疑
応
答
の
機
会
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］



。

二

［
略
］

二

［
同
上
］

（
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
の
講
習
事
項
等
）

（
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
の
講
習
事
項
等
）

第
十
一
条

法
第
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
機
械
警
備
業
務
管
理

第
十
一
条

［
同
上
］

者
講
習
は
、
府
令
第
六
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
講
習
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
時

間
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

講

習

事

項

講
習
時
間

講

習

事

項

講
習
時
間

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

備
考

備
考

一

機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
は
、
教
本
、
視
聴
覚
教
材
等
必

一

機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
は
、
教
本
、
視
聴
覚
教
材
等
必

要
な
教
材
を
用
い
て
行
う
方
法
（
電
気
通
信
回
線
を
使
用
し
て

要
な
教
材
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
を
含
む
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気

通
信
回
線
を
使
用
し
て
行
う
講
習
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
次
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。

イ

受
講
者
が
本
人
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
で
き
る
も
の
で

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

あ
る
こ
と
。

ロ

受
講
者
の
受
講
の
状
況
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

。
ハ

受
講
者
の
機
械
警
備
業
務
管
理
者
の
業
務
に
関
す
る
知
識

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

の
習
得
の
状
況
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

質
疑
応
答
の
機
会
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

。

二

［
略
］

二

［
同
上
］



２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

前
項
の
修
了
考
査
は
、
筆
記
の
方
法
又
は
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を

３

前
項
の
修
了
考
査
は
、
筆
記
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
許
可
申
請
書
等
の
提
出
）

（
許
可
申
請
書
等
の
提
出
）

第
一
条

［
１
・
２

略
］

第
一
条

［
１
・
２

同
上
］

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
二
以
上
の
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
う
ち
い
ず
れ

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
二
以
上
の
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
う
ち
い
ず
れ

か
一
の
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て

か
一
の
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て

同
項
各
号
の
申
請
書
若
し
く
は
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
又
は
一
の
警
察
署

同
項
各
号
の
申
請
書
若
し
く
は
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
又
は
一
の
警
察
署

の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
二
以
上
の
営
業
所
に
つ
い
て
同
時
に
風
俗
営
業
者
若

の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
二
以
上
の
営
業
所
に
つ
い
て
同
時
に
風
俗
営
業
者
若

し
く
は
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
若
し
く
は
風
俗
営

し
く
は
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
の
変
更
に
係
る
法

業
若
し
く
は
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
に
係
る
営
業
所
の
管
理
者
の
氏
名
若
し

第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
届
出
書
若
し
く
は
法
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第

く
は
住
所
の
変
更
に
係
る
法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
届
出
書
若
し
く
は

三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出

法
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
三

書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
申
請
書
又
は
届
出
書
に
添
付
し

条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
申

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
書
類
の
う
ち
同
一
の
内
容
と
な
る
も
の

請
書
又
は
届
出
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
書
類
の
う

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
同
一
の
内
容
と
な
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
一
部
を
こ

ち
同
一
の
内
容
と
な
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
同
一
の
内
容
と
な
る
書

れ
ら
の
申
請
書
又
は
届
出
書
の
い
ず
れ
か
一
通
に
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

類
に
つ
い
て
は
、
一
部
を
こ
れ
ら
の
申
請
書
又
は
届
出
書
の
い
ず
れ
か
一
通

に
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
風
俗
営
業
に
係
る
営
業
所
の
管
理
者
の
選
任
）

（
風
俗
営
業
に
係
る
営
業
所
の
管
理
者
の
選
任
）

第
三
十
七
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
管
理
者
は

第
三
十
七
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
管
理
者
は

、
営
業
所
ご
と
に
専
任
の
管
理
者
と
し
て
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

、
営
業
所
ご
と
に
専
任
の
管
理
者
と
し
て
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
し
、
一
の
風
俗
営
業
者
に
係
る
二
以
上
の
営
業
所
に
お
い
て
、
当
該
二
以

上
の
営
業
所
が
相
互
に
接
し
、
そ
の
間
を
客
が
自
由
に
往
来
で
き
る
も
の
で

あ
つ
て
、
か
つ
、
当
該
二
以
上
の
営
業
所
を
通
じ
て
一
人
の
管
理
者
を
置
く



こ
と
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
の
営
業
所
に
お
け
る
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
管
理

者
の
業
務
の
適
正
な
実
施
に
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
当
該
二
以
上
の
営
業

所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
（
当
該
公
安
委
員
会
が
二
以
上
あ
る

と
き
は
、
当
該
二
以
上
の
公
安
委
員
会
）
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
専
任

の
管
理
者
を
置
く
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
に
係
る
営
業
所
の
管
理
者
の
選
任
等
）

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
に
係
る
営
業
所
の
管
理
者
の
選
任
等
）

第
九
十
七
条

第
三
十
七
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て

第
九
十
七
条

第
三
十
七
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
管
理
者
に
つ

準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
管
理
者
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
第
三
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「

い
て
準
用
す
る
。

第
九
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
八
条
（
第
三
号
及
び
第
十

一
号
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］



















備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
検
定
の
通
知
等
）

（
検
定
の
通
知
等
）

第
九
条

［
１
～
３

略
］

第
九
条

［
１
～
３

同
上
］

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
検
定
の
通
知
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
公
安
委
員
会
の
掲
示
板
に
検
定
の
通
知

間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
行
い
、
当
該
期
間
が

の
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
掲
示
し
て
行
い
、
当
該
期
間
が
満
了
し
た
後
に

満
了
し
た
後
に
お
い
て
は
、
警
視
庁
又
は
道
府
県
警
察
本
部
に
お
け
る
簿
冊

お
い
て
は
、
警
視
庁
又
は
道
府
県
警
察
本
部
に
お
け
る
簿
冊
の
備
付
け
そ
の

の
備
付
け
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

他
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
検
定
の
取
消
し
）

（
検
定
の
取
消
し
）

第
十
一
条

［
１
～
３

略
］

第
十
一
条

［
１
～
３

同
上
］

４

公
安
委
員
会
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
検
定
を
取
り
消
し

４

公
安
委
員
会
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
検
定
を
取
り
消
し

た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
、
別
記
様
式
第
十
九
号
の
検
定
取
消
通
知
書
に
よ
り

た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
、
別
記
様
式
第
十
九
号
の
検
定
取
消
通
知
書
に
よ
り

当
該
検
定
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
検
定
取
消
し
の
通
知
の
日

当
該
検
定
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
公
安
委
員
会
の
掲
示
板
に
検

か
ら
起
算
し
て
二
週
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

定
取
消
し
の
通
知
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
掲
示
し
て
公
示
し
、
第
九
条

公
示
し
、
第
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
期
間
が
満
了
し
た
後
の
公
示
に
つ
い

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
の
期
間
の
満
了
し
た
後
の
公
示
に
つ
い
て
当
該

て
当
該
検
定
が
取
り
消
さ
れ
た
旨
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
も

検
定
が
取
り
消
さ
れ
た
旨
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
も
の
と
す

の
と
す
る
。

る
。

５

［
略
］

５

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
複
数
の
規

定
を
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
標
記
し
た
箇
所
を
含
む
。
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）

は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異

な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
学
科
試
験
等
の
科
目
等
）

（
学
科
試
験
等
の
科
目
等
）

第
六
条

［
略
］

第
六
条

［
同
上
］

２

学
科
試
験
は
択
一
式
の
筆
記
試
験
又
は
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
使

２

学
科
試
験
は
択
一
式
の
筆
記
試
験
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
合
格
基

用
し
て
行
う
試
験
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
は
九
十
パ
ー
セ

準
は
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
成
績
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

ン
ト
以
上
の
成
績
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

［
３
～
５

略
］

［
３
～
５

同
上
］

（
講
習
会
の
実
施
基
準
）

（
講
習
会
の
実
施
基
準
）

第
十
七
条

法
第
二
十
八
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次

第
十
七
条

［
同
上
］

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

講
習
会
は
、
検
定
の
級
ご
と
に
講
習
（
学
科
講
習
（
電
気
通
信
回
線
を

一

講
習
会
は
、
検
定
の
級
ご
と
に
講
習
（
学
科
講
習
及
び
実
技
講
習
を
い

使
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
実
技
講
習
を
い
う
。

う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
試
験
（
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
を
い
う
。
以

以
下
同
じ
。
）
及
び
試
験
（
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
を
い
う
。
以
下
同

下
同
じ
。
）
に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

じ
。
）
に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

四

一
級
の
講
習
は
別
表
第
三
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
を
含
む
教
本

四

一
級
の
講
習
は
別
表
第
三
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
を
含
む
教
本

（
当
該
教
本
が
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の

を
、
二
級
の
講
習
は
別
表
第
四
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
を
含
む
教

知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で

本
を
そ
れ
ぞ
れ
用
い
て
実
施
す
る
こ
と
。

あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁

的
記
録
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

、
二
級
の
講
習
は
別
表
第
四
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
を
含
む
教
本



を
そ
れ
ぞ
れ
用
い
て
実
施
す
る
こ
と
。

五

電
気
通
信
回
線
を
使
用
し
て
行
う
学
科
講
習
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず

［
号
を
加
え
る
。
］

れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

受
講
者
が
本
人
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。
ロ

受
講
者
の
受
講
の
状
況
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

受
講
者
の
警
備
業
務
に
関
す
る
知
識
の
習
得
の
状
況
を
確
認
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

質
疑
応
答
の
機
会
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

講
師
は
、
講
習
の
内
容
に
関
す
る
受
講
者
の
質
問
に
対
し
、
適
切
に
応

五

講
師
は
、
講
習
の
内
容
に
関
す
る
受
講
者
の
質
問
に
対
し
、
講
習
中
に

答
す
る
こ
と
。

適
切
に
応
答
す
る
こ
と
。

七

［
略
］

六

［
同
上
］

八

学
科
試
験
は
択
一
式
の
筆
記
試
験
又
は
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を

七

学
科
試
験
は
択
一
式
の
筆
記
試
験
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
合
格

使
用
し
て
行
う
試
験
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
は
九
十
パ

基
準
は
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
成
績
で
あ
る
こ
と
。

ー
セ
ン
ト
以
上
の
成
績
で
あ
る
こ
と
。

九

学
科
試
験
は
、
必
要
な
数
の
監
督
員
の
適
切
な
配
置
そ
の
他
の
学
科
試

八

学
科
試
験
は
、
必
要
な
数
の
監
督
員
を
適
切
に
配
置
し
て
行
う
も
の
で

験
に
関
す
る
不
正
行
為
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
行
う

あ
る
こ
と
。

も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
～
十
五

［
略
］

九
～
十
四

［
同
上
］

［
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。
］

（
府
令
第
五
十
条
第
一
項
第
五
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項

（
府
令
第
五
十
条
第
一
項
第
五
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項

等
）

等
）

第
十
九
条

［
略
］

第
十
九
条

［
同
上
］

２

府
令
第
五
十
条
第
四
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
試

２

府
令
第
五
十
条
第
四
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
試



験
に
用
い
た
問
題
用
紙
及
び
答
案
用
紙
（
当
該
問
題
用
紙
及
び
答
案
用
紙
が

験
に
用
い
た
問
題
用
紙
及
び
答
案
用
紙
と
す
る
。

電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録

を
含
む
。
）
と
す
る
。

（
府
令
第
五
十
一
条
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
）

（
府
令
第
五
十
一
条
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
）

第
二
十
条

府
令
第
五
十
一
条
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書

第
二
十
条

府
令
第
五
十
一
条
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書

類
は
、
試
験
に
用
い
た
問
題
用
紙
（
当
該
問
題
用
紙
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ

類
は
、
試
験
に
用
い
た
問
題
用
紙
と
す
る
。

て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
と
す
る

。
備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、

当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


